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r教育研究の状況j評価に相対して

逸見勝亮
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はじめに

文科省国立大学法人評価員会は， 4年間

の実綴を評価して「次期の中期目標期間に

おける運営費交付金の算定に反映させるj

ための「中期目標期間の業務実績評価に係

る実施要領Jを公表し大学評価・学位授

与機構が実施する「教育研究の状況につい

ての評価j項図・日程ーもようやく明らかと

なった。いずれの国立大学法人にとっても

おおごとで，関係者が顔を合わせれば，準

備の進捗状況はもとより，評価されること

への負担感が話題にならぬことはない。

「評価とそれにもとづく予算配分Jとな

ると確かにただ事ではないが，教員の教育

研究評価と実績に対するインセンティヴ付

与は大学内の日常会話のなかにすでに横溢

しでもいる。本稿では，経緯を踏まえなが

ら，国立大学の評傾， とりわけ「教育研究

の状況についての詳儲j の意義についてい

ささかの考察安試みることにする。

大学基準協会「大学の自己評価のた

めの質問事項(業)Jに関するアン
ケー卜

大学関連機関による「自己評価の必要

性Jに関する主張のl犠矢となったのは， 日

本私立大学連盟大学問題検討委員会『私党
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大学の相]i協力と自己点検一一教育・研究

の質的向上をめざして~ (1977年)である。

それに続く大学基準協会 f大学の自己評価

に関する中間報告書J(1981年)は大

学自身の手による絶えざる自己評価(ある

いは8己点検)Jがなければ大学の向上，
より一層の光美に向けての努力も，兵体性，

実践性を持ち得なし、j と述べている1)。卓

見である。今読めば，主張というより

鐘乱打に近い。

一方，夜、が「自己評価Jなる文字に接

した最初は，大学基準協会 rw大学の自己

評価のための質開事項(案uに関する
アンケート調査J(1986年3月l日)であ

る。アンケートは，大学の呂襟，組織・機

構，人事，教官研究などにわたり「自己評

価jすべき諸点を網緩していた。「年度初

めに年間の詳細な授業計闘を公表していま

すかJr授業の内容・方式を充実させるた

めに，どのように学生の意見を開き参考に

していますかjなど，大学それも国立大学

における最も弱い環である教育の位霞付け

を衝いた設問には衝撃を受けた。アンケー

トを25国立大学， 7公立大学， 87私立大学

に送付し，それぞれ14，5， 57大学から問

答があったという (W大学基準協会55年史』

通史編入間立大学の回答率が設も低かっ

たことは関心の程度を示していた21。
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f鼠己評価jは強いられたか
上記アンケートは，大学評価が文教政策

の組上にのぼりつつあるという事態，すな

わち臨時教育審議会「教育改革に穏する第

二次答申J(1986年4月23日)と関係、があっ

た。その「第4章 高等教育の改革と学術

研究の振興jでは「大学の評価と大学情報

の公開j について以下のように述べている。

大学がその社会的使命や資任を自覚

し，大学の根本理念に照らして絶えず

自己の教育，研究および社会的寄与に

ついて検読し評価宏明らかにすると

ともにF 教育，研究などの状況につい

てその情報を広く国の内外に公開する

ことを要請する。

①大学には絶えず自己の教育，研究およ

び社会的1寄与について自ら検証し評価

することが姿諮され，そのための方法や

システムについて検討を深めることが望

まれる。また，俄別大学の自己評価にと

どまらず，大学屈体がそのメンバ一大学

を相互に評悩し，アクレディテーション

を実施し，大学問体としての自治を活性

化することも重要である。

@大学は今や大きな社会的存在であり，

公共的投資に支えられている組織体であ

るので，大学の状況を社会に明らかにす

る資任がある。また，大学を志望する受

験生や社会人に対して，教育内容などの

情報を提供し，国の内外からの照会に適

切に応ずる機能や仕組みを充実する 3)。

臨時教育審議会において高等教育改革

を担当した第四部会の専門委員のひとりに，

大学基準協会副会長戸間修三(中央大学長)

がいた。彼を通じて臨時教育主審議会の動静
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を知悉していた同協会は「大学団体として

の自治を活性化j しようと考え，審議会の

動向に積極的に対応して先のアンケートを

実施したのである 1)。答申が想定した「大

学団体j とは大学基機協会であった。当時

は臨時教育若手議会，そして文部省もまた，

後に具体化する「大学評価・学佼授与機構j

の設置とは異なる方略を描いていた5)。

しかしことがらの重要性について毘立

大学の間では広く共有されることなく，大

学の白日評価，大学団体による相互評価・

認証へ向けた積極的な対応など望むべく

もなく時間は経過した。乱暴との誹りをお

それず記せば，大学は1986年の待点で既

に立ち遅れてしまったのである。「大学が

自己評価実施に到透する前に自己評価を

強要されるj とは，私の当時の感慨である。

「自己評価を外側から求められるj構造は

1986年にほぼ定まり，その後大方の大学

入が共有したのは「詳似を強要Eされるj と

いう観念で、あった。

自己点検・評価の制度化

大学審議会答申「大学教育の改善幸につい

てJ(l991年2Jj8日)は，大学のかl怠に

よる教育研究水燃の向上とし、う社会的責任

を来たしていくためには「不断の自己点検・

評価を行い，改善への努力を行っていくこ

とが葱姿j だと大学の自己点検・評価

攻羽(例)Jをあげながら，自己点検を大

学の充実向上に結びつける方策の具体化と，

大学設置基準に努力義務として自己評{而規

定を定めるよう求めたへこれらは， 1991 

年6月3日に改正された大学設援基準に感

り込まれ， 1999年9月1Hlの改正では義
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務とされた。

2002年11月訪日には学校教育法は「大

学は，その教脊研究水準の向上に資するた

め，文部科学大症の定めるところにより，

当該大学の教育及び研究，組織及び遂営主主

びに施設及び設備の状況について自ら点検

及び評傾を行い，その結果を公表するもの

とする。J(第69条のめと定めるにいたる。

自己点検・評価の制度化である。

このような制度化過程で，少なくない

出立大学・学部が自己点検活動を実施する

ようになった。私が属していた学部でも

1998年には『研究と教脊の報告Jと『有
識者懇談会報告書:第三者点検評価報告書事J
を刊行したG 前者は，かろうじて研究教育

(それももっぱら研究)の状況を記したに

過ぎず，後者は文字どおり懇談の記録であ

り，両報告書とも評価には到達していると

は言い難い。そもそも，教授会では評価に

たどり着くような議論は厨難で、あったとい

う他はない。自己点検・公表ーから自己評価・

改革へと到議する以前に，行政改革のー療

として国立大学法人化が進行してしまった

のである。

f教育研究の状況についての評儲j
を自己評髄の機会に

一一一むすびに代えて一一一

文科省国立大学法人評備員会，大学評価・

学位授与機構が実施する評価に対する国立

大学関係者の否定的表白を閤く機会は多い。

しかし，私は f教育研究の状況についての

評価Jでは，大学の自己評価が評価される

ことに留怠したいG

大学は自己評価，それも教育に関する現
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況調査報告を自らに厳しく課す覚悟が要る。

国立大学法人と独立行政法人との最

大の違いは，教育機関かどうかという点に

尽きることも議論の余地はない。「自己評

価j の鍵は学部・研究科などにおける教育

の水準及び質の向上度評価にあるといって

も過言ではない。たとえば，

作成要領j が掲げた「教育目的を達成す

るために，教育課程が体系的に編成されて

いるか，授業科践が教育課程編成の趣旨に

沿った適切な配置・内容となっているかJ

というごく当然の開いに，綿々の講義にま

で立ち入って f白己評価」するのは学部・

研究科の実務である。

「教育研究の状況についての評価Jは，

大学基準協会が唱えた f大学自身の手によ

る絶えざる自己評価(あるいは自己点検)J 

の新しい段階なのである 7)。

(注)

1)大学基準協会事務局高等教脊研究部門編『資

料にみる大学基準協会五十年の主義みJ大学基
準協会， 1997年， P510 

2)私が属していた部局でも教授会に諮ること

なく学部長が処理した。管見の限り「大学評

価に関する特別委員会ワーキング・グ、ノレーブ

最終報告J(2000年3Jl30日)以前には，国立

大学協会による大学評価への対応iまえいだせ

なかった。

3) W臨教審だより~ 1986年4)ヲ臨時機T司IJ，P49。

4) ~a寺の大学主義務協会会長松問武彦は「戸

国副会長が臨教審第凶部会の専門委主主として，

私どもと臨教審の問の大変重要なパイプとし

て活躍していただいていることを感謝申し t

げます。Jと述べている(大学2毒殺協会年史編
さん滋編『大学基準協会五十五年5!:~ 資料編，

大学基準協会， 2005伝 P211)o

5)火学基準協会は「自己点検・評{演の客観性
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を担保するためのしくみとして，国がi夜綾関

与しない大学同体によるアクレディテーショ

ンを想、定していたこと，そこでの大学団体と

して本協会が想定されていたことだけを明記

しておく J(W大学基殺協会五十五年史』通史編，

P476)と述べている。

6)高等教育究会総 f大学の多様な発足芸を呂
指して一一大学審議会答申集』ぎょうせい，

1991年.PP34-38o 
7)滝紀子氏(河合塾教育研究開発本部教育研

究部長)の「評価は大学改革のために，大学

改革は学生のためにj とし、う指摘(f大学詳細

シンポジウム『大学評傾への期待~J 大学評価・

学位授与機構主催. 2007年2月 2~. 1工塁ライ

フサイエンスセンター)が筆者には新鮮に饗

いた。学生が f教育の状況j を読むことを

顧だにしていなかったからである。

大学の諸活動に段大の構成員で、ある学生の

参痴を得るのは議委な課題である。ちなみに，

北海道大学では学生による授業持俗アンケー

トを実施し，授業サイズ毎に上佼10人のエク

セレント・ティーチャーズを選び，それそ、れ

の上佼3人のf授業の目的・内容，実行上の取組・

工夫j をHPに載せている。また教員から

のメッセージ 『学生による授業アンケー

ト結果』への対応 j も載せている。 評価の双

15向十字Aを視野に入れた試みである。
(北海道大学理事・函l学長/日本教育史)
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年度評価に参加して

天野郁夫
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評舗委員になる

2005年と06年の2聞にわたって，国立

大ヤ法人の年度評価に，専門委員として参

加した。 6月に各大学から提出された前年

度の実績報告舎が.7月の初めごろだろう

か，段ボール箱一杯，宅配便で届けられ

る。そこから評価委員としての暑い夏がは

じまった。

大学問題の研究者の一人として， 日ごろ

評価の重要性を説いていることもある。い

わば「社会的資任Jとして委員をお引き受

けしたのだが. 1年目の大変な経験に懲り

て. 2年gはお断りするつもりでいた。と
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ころがのどもと過ぎれば熱さ(暑さ)

忘れるj とやらで，またまた7月から8月

にかけて膨大な書類に自在通し，ヒアリン

グなして，勢い支をすごすことになってし

まった。その2年聞に感じたこと，考えた

ことのいくつかを苦手いてみよう。

まず，評価委員について。国立大学の

現役の関係者は，評価委員にしないことが

係長せになっているようで，私学関係者や民

間の有識者に加えて，私のような国立大学

08が駆りだされることになるらしい。し

かし，凶立大学の現状を最もよく知ってい

る現役の人たちを，全く排除するのはどう

だろうか。，湾立大学の現役が加わっていた
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